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１．合併の方式 

出雲市と斐川町の合併は「対等な立場」、「互譲の精神」のもと協議を行い、両市町の歴

史・伝統・文化やまちづくりの歩みを互いに尊重し、地域の一体的な発展と住民福祉の向

上をめざすものとする。 

法制度上の合併の方式は、斐川町の全区域を出雲市に編入する編入合併とする。 

 

２．合併の期日 

合併の期日は、平成２３年１０月１日とする。 

 

３．新市の名称 

新市の名称は、「出雲市」とする。 

 

４．新市の事務所の位置 

新市の事務所の位置は、出雲市今市町７０番地（現出雲市役所）とする。 

現在の斐川町役場については、支所とする。 

 

５．財産及び債務の取扱い 

斐川町が所有する財産、公の施設及び債務は、全て出雲市に引き継ぐものとする。 

 

６．議会議員の定数及び任期の取扱い 

議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）第８条第２項及び第３項の規定により、出雲市の議会の議員の残任期間に相

当する期間に限り、出雲市の議会の議員の定数３４人に、合併前の斐川町の区域に設けら

れる選挙区から選出される議員６人を加え４０人とする。 

 

７．農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

１ 合併後の新市において、農地行政及び農業振興事業の継続性が確保されるよう、農業

委員会等に関する法律第３４条第２項の規定を適用し、現在出雲市及び斐川町に設置さ

れている農業委員会の区域ごとに、現行のまま農業委員会を設置する。 

ただし、行政運営の一体性を確保する観点から、新市を一つの区域とする農業委員会

に統合するため、農業政策及び農地情勢を勘案し協議を進めるものとする。 

２ 農業委員会の委員の報酬については、合併時から出雲市の制度に統一する。 

 

８．地域自治区の設置 

１ 出雲市の例により斐川町の区域に、地域住民の意見を行政に反映させ、住民との連携

の強化を図るため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 202 条の 4 の規定に基づく

地域自治区を設置する。 

２ 地域自治区の設置に関し必要な事項を別表１のとおり定める。 

 

９．地方税の取扱い 

１ 税証明手数料 

（１）市税その他公課に関する証明手数料及び閲覧手数料は、合併時から出雲市の例によ
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り１件について２００円に統一する。 

（２）租税特別措置法第７２条（所有権保存登記）、第７３条（所有権移転登記）、第７４

条（抵当権設定登記）に係る住宅用家屋証明手数料については、合併時から出雲市の

例により１件について１，３００円に統一する。 

２ 個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税については、両市町同じ

税額又は税率であるため現行のとおりとする。 

３ 出雲市が独自に実施する新築住宅に対する固定資産税の課税免除については、合併時

から斐川町においても出雲市の制度を適用する。 

４ 都市計画税については、現在出雲市が旧出雲市の都市計画区域用途地域のみに所在す

る土地及び家屋について０．１％を適用しており、新市においても現行のとおり適用す

る。新市全体における都市計画税のあり方については、今後の都市計画事業等の事業計

画を考慮しながら検討する。よって、現段階では斐川町の都市計画区域用途地域に都市

計画税を適用しない。 

 

１０．一般職の職員の身分の取扱い 

１ 斐川町の一般職の職員は、すべて出雲市の職員として引き継ぐものとする。 

２ 職員の職名及び任用要件については、合併時に出雲市の例により調整・統一を図る。 

３ 職員定数については、両市町における平成１７年度からの２０７人削減の実績を踏ま

え、次のとおり定員管理の適正化を図る。 

（１）合併後の職員全体の年齢構成や人事管理などを考慮し、一定の新規採用職員を確保

することにより、組織としての活力を維持できるよう調整する。 

（２）合併による効果を発揮できるよう、今後１０年間で１１０人を削減目標とする新た

な定員計画を合併時までに策定する。 

（３）今後の地域主権、地方分権時代における基礎的自治体のあり方を検討する中で、多

様化する住民ニーズや権限移譲等により、高度化する行政事務に的確に対応できる、

専門的な職種を含む職員集団にふさわしい定員計画となるよう逐次見直しを行う。 

４ 給与制度については、合併時に出雲市の例により調整・統一を図る。 

 

１１．特別職の身分の取扱い 

１ 斐川町の常勤の特別職（教育長を含む）、及び農業委員会の委員を除く各種行政委員会

の委員（教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員及び固定資産評価審査委

員会の委員）は、合併の日の前日をもって失職するものとする。 

２ 斐川町のその他の非常勤の特別職は、基本的には失職するものとするが、新市におい

ても引き続き設置する必要のあるものについては、それぞれの附属機関等の設置状況や、

業務内容、地域の実情などを踏まえ合併時までに調整する。 

３ 特に住民生活に深く関わりのある各種行政委員会及び附属機関等の委員構成について

は、合併後の改選時等において、市域全体に配慮するものとする。 

 

１２．条例、規則等の取扱い 

条例、規則等については、出雲市の条例、規則等を適用するものとする。ただし、各種

事務事業等の調整内容を踏まえて、必要に応じ条例、規則等の制定、または一部改正を行

うものとする。 
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１３．組織及び機構の取扱い 

１ 組織及び機構の取扱いについては、現在の出雲市の組織及び機構を基本に統一する。 

２ 現在の斐川町役場は支所とし、窓口業務（住民登録、税務、年金など）及び住民生活

に密着した業務（福祉サービス、生活道路・下水路整備など）を所掌するとともに、地

域防災の拠点とする。また、斐川町の区域を所管区域とし、新市基本計画及び地域ごと

に策定する地域まちづくり計画に沿って、本庁及び地域協議会と一体となって所管区域

の地域振興策を調整し、その実現を図る。なお、地域特性により必要と認められる農業

行政業務については、事務事業調整の結果を踏まえ、合併時までに体制を検討する。 

３ 合併後、住民サービスを低下させず、事務事業の混乱、停滞を回避するため、斐川支

所を次のとおり段階的に整備する。 

（１）合併当初においては、管理機能を集約しつつ、従前の組織、機構をある程度活用す

る暫定的な組織、機構とし、事務事業調整等の進捗に応じ逐次統合を行う。 

（２）合併後、概ね３年を経過した時点において、行政改革方針及び定員適正化計画に沿

った適正な職員配置等により効率的な行政組織を構築する。 

（３）合併 10 年経過後の支所においては、基本的な機能は残しつつ、地域自治区における

取り組みの状況を踏まえ、行政業務の更なる効率化を図る。 

 

１４．一部事務組合等の取扱い 

１ 島根県市町村総合事務組合、島根県後期高齢者医療広域連合 

出雲市と斐川町が加入している島根県市町村総合事務組合及び島根県後期高齢者医療

広域連合については、斐川町は、合併の日の前日をもって脱退する。 

２ 斐川宍道水道企業団 

斐川町が加入している斐川宍道水道企業団については、斐川町は、合併の日の前日を

もって脱退し、新市において合併の日に当該一部事務組合に加入する。 

３ 出雲地区ふるさと市町村圏協議会、出雲市・斐川町南神立橋区間管理協議会、出雲市

及び斐川町斐伊川用水対策協議会 

出雲市と斐川町とで組織している出雲地区ふるさと市町村圏協議会、出雲市・斐川町

南神立橋区間管理協議会、出雲市及び斐川町斐伊川用水対策協議会については、合併の

日の前日をもって解散する。 

４ 消防業務、ごみ処理、し尿・浄化槽汚泥処理、火葬場 

出雲市と斐川町の消防事務の委託、可燃性一般廃棄物処理事務の委託、し尿・浄化槽

汚泥処理事務の委託、湖西斎場の事務の委託については、合併の日の前日をもって解消

する。 

５ 土地開発公社 

（１）出雲市土地開発公社を存続し、斐川町土地開発公社は、合併の期日までに解散する。 

（２）解散する斐川町土地開発公社の所有する財産、債務は、出雲市土地開発公社に引き

継ぐものとする。 

（３）新市の出雲市土地開発公社については、定款を変更する。 

（４）新市の出雲市土地開発公社の事務所の位置及び職員の配置等については、合併時ま

でに調整する。 
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１５．使用料、手数料等の取扱い 

１ 両市町で差異のない使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。 

２ 差異のある使用料及び手数料については、新市における住民の一体性の確保を図る観

点から、可能な限り出雲市の例により統一する。ただし、これまでの料金改定の経緯や

住民負担の激変に配慮し、必要に応じて３年程度の激変緩和措置を講ずるよう努める。 

 

１６．公共的団体等の取扱い 

新市の一体性の速やかな確立に資するため、各団体のこれまでの経緯や意向、実情等を

十分に尊重しながら、法の趣旨に沿って、次のとおり調整に努める。 

１ 両市町に共通している団体は、それぞれの実情や地域性を尊重しながら、できる限り

合併時に統合できるよう調整に努める。 

２ 両市町に共通している団体で、実情により合併時に統合できないものは、それぞれの

実情や地域性を尊重しながら、合併後速やかに統合できるよう調整に努める。 

３ 両市町に共通している団体で、統合に時間を要するものは、それぞれの実情や地域性

を尊重しながら、将来の統合に向け検討が進められるよう調整に努める。 

４ その他両市町独自の団体は、原則として現行どおりとする。 

 

１７．補助金、交付金等の取扱い 

１ 両市町で同一、同種の補助金、交付金については、新市移行後、速やかに統一の方向

で調整する。 

２ 差異のある補助金、交付金については、その事業の目的、効果を総合的に判断し、公

共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち検討する。また、行財政改革の視点に立ち、

必要に応じて３年程度の激変緩和措置を講じながら整理統合するよう努める。 

 

１８．町、字の区域及び名称の取扱い 

１ 町の区域 

町の区域については、出雲市は現行のとおりとし、斐川町は、現在の大字を新市の町

の区域とする。 

２ 町の名称 

町の名称については、出雲市は現行のとおりとし、斐川町は現在の町名を残し、「大字」

を削除する。ただし、「斐川町大字荘原町」及び「斐川町大字直江町」については、「大

字」及び「町」を削除し、「斐川町荘原」及び「斐川町直江」とする。 

 

１９．慣行の取扱い 

１ 市章、市民憲章 

新市の市章、市民憲章については、出雲市の例により統一する。 

２ 市の花、木 

新市の花、木については、出雲市の例により統一する。なお、四季の花に「つつじ」

を加える。 

３ 市の歌 

新市の歌については、出雲市の例により統一する。ただし、ふるさと斐川の歌（町の

歌、愛唱歌）については、斐川地区の愛唱歌として伝承していく。 
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２０．国民健康保険事業の取扱い 

１ 国民健康保険料 

（１）賦課方式は、現行のとおり所得割、均等割、平等割の３方式とする。 

（２）保険料率については、合併後、最初の算定において統一する。 

（３）独自の減免制度については、合併時から出雲市の例により統一する。 

２ 国民健康保険証 

合併時に国民健康保険証と高齢受給者証を一本化し、個人ごとにカード化する。 

３ 特定健康診査・特定保健指導 

合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。 

４ 人間ドック、脳ドック 

出雲市のみで実施している人間ドック、脳ドックについては、合併年度は現行のとお

りとし、次年度から新市の事業として実施する。 

 

２１．介護保険事業の取扱い 

１ 介護保険事業計画 

現行の各保険者の第４期介護保険事業計画（平成 21 年度～平成 23 年度）については、

介護保険料を除き合併時に統合する。 

２ 介護保険料 

介護保険料については、第 4 期介護保険事業計画(平成 21 年度～平成 23 年度)期間中

は、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において策定する第 5 期介護保険事業計画（平

成 24 年度～平成 26 年度）に基づき統一する。 

３ 介護保険料減免 

介護保険料の低所得者減免を、｢出雲市介護保険料の減免に関する取扱要綱｣に基づき

合併時から統一して実施する。 

４ 保険給付外事業 

保険給付外事業については、区分支給限度基準額拡大事業、訪問介護深夜利用助成事

業、外泊体験サービス事業を、出雲市の各要綱に基づき、合併時から統一して実施する。 

 

２２．消防団の取扱い 

１ 斐川町の消防団員を出雲市の消防団員として引き継ぎ、新市の消防団の組織について

は、出雲市消防団の方面隊体制の中に斐川町消防団の４分団を位置づけ、合併時に出雲

市消防団に統合する。なお、方面隊、分団の配置数及び名称については、合併時までに

調整する。 

２ 有事体制については、災害時の対応に支障をきたさぬよう、合併時までに指揮命令系

統など有事即応体制を確立する。  

３ 消防団員の報酬及び出場手当等については、合併時から出雲市の例により統一する。 

 

２３．電算システムの取扱い 

電算システムの統合については、合併時に住民サービスの低下を招くことのないように、

以下のような方針に基づき、統合するものとする。 

（１）電算システムの取扱いについては、現行の情報資産（情報機器、データ量等）を最

大限に有効活用するとともに、データ移行量を最小限にするため、出雲市のシステム
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をそのまま使用する。 

（２）電算システムの統合にあたっては、安定稼動と経費を極力抑えるため、原則として

新たな機能の追加及びシステムの導入は行わない。 

（３）住民サービスに影響を及ぼすことのないように、合併時に統合しなければならない

システムについては、早急に統合作業に着手する。 

 

２４．各種事務事業の取扱い 

 

２４－１．総合計画関係 

総合振興計画については、合併後、新市基本計画に基づき、速やかに策定するものとす

る。なお、新市において策定するまでの間は、新市基本計画をもってこれに代えるものと

する。 

 

２４－２．広報広聴関係 

１ 広報紙の発行 

広報紙は、月１回発行の方向で、発行日と併せ合併時までに調整し、広報紙の名称、

仕様は、出雲市の例により統一する。 

広報紙の配布方法については、自治会加入世帯は合併時までに調整し、自治会未加入

世帯については、出雲市の例により統一する。 

２ 広報広聴事業 

広報紙を除く広報事業は、合併時から出雲市の例により統一し、ホームページ、防災

行政無線、ケーブルテレビ、新聞などさまざまな媒体を活用する。 

広聴事業は、市長ポストの設置や市長面会日、まちづくり懇談会の開催など、合併時

から出雲市の例により統一する。 

 

２４－３．交通政策関係 

１ 飛行機、空港 

現行のとおり各種協議会を中心とした飛行機、空港交通政策を新市に引き継ぎ、空港

の利用促進と空港周辺の環境整備に努める。 

２ ＪＲ 

現行のとおり各種協議会を中心としたＪＲ交通政策を新市に引き継ぎ、鉄道の利用促

進と整備に努める。 

 

２４－４．行政改革大綱関係 

両市町の行財政改革の取組みや合併協議を踏まえ、合併効果を早期に発揮できるよう、

新市において、別表２の「出雲市における行財政改革推進の考え方」に基づき、行財政改

革大綱、実施計画を速やかに策定する。 

 

２４－５．儀式・表彰関係 

１ 名誉市民制度 

名誉市民制度については、出雲市の例により統一する。なお、現在の斐川町の名誉町

民は、新市においても名誉市民として引き継ぐ。 
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２ 表彰制度 

表彰制度については、出雲市の例により統一する。 

 

２４－６．地域コミュニティ・行政連絡関係 

１ 地域コミュニティ支援 

集会所建設事業補助、ふるさと広場設置事業助成、地域コミュニティづくり支援補助

及び防犯灯設置制度については、合併時から出雲市の例により統一する。 

２ 自治協会・自治会（町内会） 

新市の速やかな一体性を確保するため、早期に連合組織が設置されるよう調整に努め

る。 

３ 行政連絡制度 

行政連絡制度については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例によ

り統一する。 

 

２４－７．金融機関等の指定関係 

１ 指定金融機関 

指定金融機関については、出雲市の例により、いずも農業協同組合に統一する。 

２ 指定代理金融機関 

指定代理金融機関については、出雲市の指定代理金融機関（山陰合同銀行、島根銀行、

島根中央信用金庫）に斐川町農業協同組合を加える。 

３ 収納代理金融機関 

収納代理金融機関については、出雲市の収納代理金融機関（鳥取銀行、しまね信用金

庫、中国労働金庫、みずほ銀行、漁業協同組合ＪＦしまね、ゆうちょ銀行）の例により

統一する。 

 

２４－８．窓口業務関係 

窓口手数料について、両市町で差異のない手数料は、現行のとおりとし、差異のある手

数料は、出雲市の例により合併時に統一する。 

 

２４－９．保健事業関係 

１ 健康保健計画 

出雲市と斐川町がそれぞれ策定している現行の計画を新市へ引き継ぎ、合併後速やか

に新たな健康保健計画を策定する。 

２ 各種予防接種 

合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。 

３ 乳幼児等医療費助成制度 

合併時から３歳未満の入院・通院を無料としている出雲市の例により統一する。 

４ 福祉医療費助成制度 

合併時から県の制度に加えて、単独の助成も実施している出雲市の例により統一する。 

５ 各種検診（胃がん、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイル

ス、歯周疾患） 

合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一する。 
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出雲市のみで実施している胃がん血液検診、前立腺がん検診、歯周疾患検診について

は、合併の次年度から新市の事業として実施する。 

６ 一般不妊治療費助成事業 

出雲市のみで実施している一般不妊治療費助成事業については、合併時から新市の事

業として実施する。 

７ 食育推進計画 

出雲市と斐川町がそれぞれ策定している現行の計画を新市へ引き継ぎ、合併後速やか

に新たな食育推進計画を策定する。 

 

２４－１０．高齢者福祉関係 

１ 包括的支援事業 

斐川町地域包括支援センターについては、合併時から出雲市の例により社会福祉法人

出雲市社会福祉協議会へ委託する。 

 

２４－１１．児童福祉関係 

１ 地域子育て支援センター事業 

地域子育て支援センターは、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後、職員体制を含め

た運営方法について検討する。 

２ ひとり親家庭等児童入学就職支度金 

出雲市のみで実施しているひとり親家庭等児童入学就職支度金については、出雲市の

支給要綱に基づき、合併時から新市の事業として実施する。 

 

２４－１２．保育関係 

１ 保育所施設運営 

公立保育所は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

なお、保育所の定員調整については、合併時から出雲市の例により統一する。 

２ 保育所保育料 

保育料については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から第３子以降の取扱いも

含め、出雲市の例により統一する。ただし、斐川町の保育料が増額となる階層について

は、段階的に調整し、平成２６年度から統一する。 

３ 私立認可保育所運営費助成 

私立認可保育所に対する運営費助成は、合併年度は現行のとおりとし、次年度から斐

川町の私立認可保育所に対しても適用する。 

４ 私立保育所施設整備補助金 

私立保育所施設整備補助金については、合併時から出雲市の例により統一する。 

 

２４－１３．環境関係 

１ ごみの分別方法 

ごみの分別方法は、合併時から出雲市の例により統一し、次のとおりとする。 

（１）燃えるごみ 

（２）燃えないごみ 

①破砕ごみ、②埋立ごみ、③使用済筒型乾電池、④使用済蛍光灯管 
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（３）資源ごみ 

①飲料用空き缶、②空きびん、③ペットボトル、 

④古紙（新聞、ダンボール、雑誌、雑紙、紙パック）、⑤廃食用油、 

⑥使用済割りばし 

（４）粗大ごみ 

２ ごみの収集方法、収集頻度 

ごみの収集方法、収集頻度は、合併時から出雲市の例により統一する。 

事業系ごみの回収についても合併時から出雲市の例により統一する。 

３ ごみの収集体制 

合併時から出雲市の例により統一する。 

ただし、斐川町の燃えるごみについては、平成２７年度までの間は、現行のとおりの

収集体制とする。 

４ ごみの指定袋・指定券及び販売方法 

ごみの指定袋・指定券については、合併時から出雲市の例により規格を統一する。 

ただし、現行の斐川町のごみの指定袋については、当分の間は利用できることとする。 

販売方法及び販売委託料については、合併時から出雲市の例により統一する。 

５ ごみ手数料 

ごみ手数料については、合併時から出雲市の例により次のとおりとする。 

（１）収集ごみ家庭系手数料（袋容量：大４０㍑、小２０㍑） 

分別区分 指定袋 収集券 

可燃ごみ 
大 ５０円/枚 

小 ３０円/枚 
５０円/枚 

破砕ごみ 
大 ５０円/枚 

小 ３０円/枚 
５０円/枚 

埋立ごみ 
大 ５０円/枚 

小 ３０円/枚 
５０円/枚 

資源ごみ 
大 １０円/枚 

小  ５円/枚 
収集券なし 

粗大ごみ 指定袋なし １,０００円/枚 

（２）収集ごみ事業系手数料（袋容量：４０㍑） 

分別区分 指定袋 収集券 

可燃ごみ １２０円/枚 １２０円/枚 

破砕ごみ １２０円/枚 １２０円/枚 

埋立ごみ １２０円/枚 １２０円/枚 

（３）直接搬入手数料 

・家庭系ごみ 可燃ごみ・不燃ごみ  ５０円/１０ｋｇ 

・事業系ごみ 可燃ごみ・不燃ごみ １５０円/１０ｋｇ 

・動物の死体 ３，０００円/１体 

６ ごみのステーション（収集ボックス・集積場）設置に対する助成 

合併時から出雲市の例により統一する。 
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【補助条件】 ①設置経費が１万円以上。 

②５世帯以上が利用すること。 

【補助金額】 ①５世帯～１９世帯＝補助率１／２で上限 ５万円 

②２０世帯以上  ＝補助率１／２で上限１５万円 

 

２４－１４．人権同和関係 

１ 人権施策基本方針 

人権施策基本方針については、合併時から「出雲市人権同和施策推進基本方針」に統

一する。 

 

２４－１５．農林関係 

１ 地域農業振興計画の策定 

新市において、速やかに｢地域農業振興計画｣を策定する。 

２ 地域農業推進体制 

地域農業推進体制は、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

・農業振興区長制度 

現在、斐川町で実施されている農業振興区長制度は、現行のとおり新市に引き継

ぐ。 

・地域水田農業推進協議会 

現在の推進組織を、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

とも補償事業は、出雲市と斐川町それぞれの推進地域で、現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

・担い手育成総合支援協議会 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに統合する 

３ 農業振興地域整備計画 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、新たな計画を策定する。 

４ 農業振興地域整備促進協議会 

現行のとおりそれぞれの協議会を新市に引き継ぎ、総合的な農業振興地域整備計画策

定のため合併後速やかに統一する。なお、統一する協議会については、それぞれの地域

事情を踏まえ農業委員会の区域ごとに部会を置く。 

５ 農業経営基盤強化促進基本構想と農地利用集積円滑化団体 

農業経営基盤強化促進基本構想については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速

やかに統一する。なお、農地利用集積円滑化団体については、出雲市の区域はいずも農

業協同組合、斐川町の区域は財団法人斐川町農業公社とし、統一した農業経営基盤強化

促進基本構想に位置づける。 

６ 財団法人斐川町農業公社と有限会社グリーンサポート斐川 

農地の集積を行う財団法人斐川町農業公社とその管理耕作を担う第３セクター有限会

社グリーンサポート斐川は斐川町独自の団体であるため、現行のとおりとする。 

７ 農林事業分担金 

農業農村整備事業にかかる分担金については、合併時から出雲市の例により統一する。 

８ 農業用用排水施設の維持管理 

現行のとおり新市に引き継ぐ。 
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９ 土地改良区 

両市町にある各土地改良区については現行のとおり引き継ぎ、これらに対する補助金

等も現行のとおりとする。 

１０ 渇水時における対策 

渇水時における斐伊川右岸・左岸における農業水利慣行は、引き続き尊重し、新市に

おいて新たな協議の場を設ける。 

１１ 農産物生産振興事業 

出雲市の「２１世紀出雲農業フロンティア・ファイティング・ファンド事業」は出雲

地域で、斐川町の「ひかわ産地拡大支援事業」は斐川地域で、新市において事業を継続

する。 

 

２４－１６．観光商工関係 

１ 観光協会 

広域的かつ効果的な観光振興を推進するため、それぞれの特色を活かしながら、合併

後速やかに統合できるよう調整に努める。 

２ イベント開催補助金、助成金 

住民団体等へのイベント開催補助金、助成金については、現行のとおり引き継ぎ、必

要性、有効性、公平性の観点から、そのあり方について新市において検討する。 

３ 観光施設の使用料及び管理運営 

現行のとおり新市に引き継ぎ、利用促進や効率的運営について、新市において検討す

る。 

４ 商工会 

新市において組織の一本化が望ましく、そのための調整に努める。 

補助金については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から出雲市の例により統一

する。 

５ 工業団地 

出雲市東部工業団地、斐川西工業団地など既存の工業団地や空き工場などの低・未利

用地への企業誘致を図るとともに、新たな企業進出に備え、斐川中央工業団地の整備を

検討する。 

６ 新産業分野進出及び新産業創出支援 

新産業分野への進出及び新産業創出を支援するため、出雲市のみで実施している建設

産業新分野進出支援事業、建設産業新分野進出促進事業、新製品等販売促進支援事業に

ついては、合併時から新市の事業として実施する。 

７ 商工振興補助事業 

両市町の補助事業を現行のとおり新市に引き継ぐ。 

８ 企業誘致に関わる優遇制度 

企業誘致に関わる優遇制度は、合併時から出雲市の例により統一する。ただし、工業

団地の特例の優遇制度については、出雲市の例により合併時までに調整する。 

 

２４－１７．生涯学習関係 

１ 成人式 

新市において一堂に会した成人式を１月に開催する。 
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２ 社会教育関係団体等への補助金 

青少年育成関係団体の補助金については、合併年度は現行のとおりとし、次年度から

出雲市の例により統一する。ただし、出雲市のみで実施している社会教育関係団体等へ

の補助金については、合併時から新市の事業として実施する。 

３ 公民館・コミュニティセンター 

現行のとおり新市に引き継ぎ、早期にコミュニティセンター方式に統一するよう調整

する。ただし、斐川町中央公民館については、合併時から、文化施設として位置づける。 

４ ボランティア推進 

両市町で行っているボランティアの推進については合併時から出雲市の例により統一

し、出雲市総合ボランティアセンターを拠点として新市全域の総合的なボランティア活

動を支援する。 

 

２４－１８．文化・スポーツ関係 

【社会体育事業】 

１ 体育協会、スポーツ少年団本部 

関係団体の意向、組織体制等を踏まえ、統合に向け、情報提供、意見調整等の支援を

行う。 

２ 体育諸団体運営費補助金 

体育協会、スポーツ少年団本部への補助金については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

合併後速やかに統一する。 

３ 社会体育施設使用料 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに、出雲市の例により算定基準を統一す

る。 

４ スポーツ大型イベント事業 

両市町で行っているスポーツ大型イベント事業については、現行のとおり新市に引き

継ぐ。 

 

【芸術文化事業】 

５ 芸術文化諸団体補助金等 

芸術文化諸団体補助金等については、現行のとおりとし、斐川地域への補助金につい

ては、合併時から出雲市の例により実施する。 

６ 文化財保存事業 

文化財の保存については、合併時から出雲市の例により補助金方式で実施する。 

７ 指定文化財 

斐川町指定の文化財を新市指定の文化財として引き継ぐ。 

８ 大会参加激励金・大会派遣費補助金 

スポーツ大会参加激励金については、出雲市の例により統一し、出雲市のみで実施し

ている文化大会参加激励金、小・中学生各種大会派遣費補助金については、合併時から

新市の事業として実施する。 
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２４－１９．学校教育関係 

【小中学校事業】 

１ 学校施設の整備 

老朽度・狭隘度・耐震指標の危険度等を考慮し施設の計画的な整備を進める。 

２ 遠距離通学対策事業 

スクールバスを含む遠距離通学対策については、現行のとおり引き継ぎ、新市におい

て出雲市の例により調整する。 

３ 各種大会参加費補助（部活動） 

小中学校の部活動各種大会参加費補助金については、合併年度は現行のとおりとし、

次年度から出雲市の例により統一する。 

４ 学校教育機能・体制強化事業 

スクールヘルパー事業、スクールカウンセラー配置事業、読書ヘルパー事業、学校司

書配置事業、小中学校外国語指導、適応指導教室、不登校対策事業については、現行の

とおり引き継ぐ。 

５ 小中学校理科学習事業 

斐川町の児童生徒は、合併の次年度から出雲科学館を利用した理科学習授業を実施す

る。 

 

【幼稚園事業】 

６ 幼稚園施設の整備 

老朽度・狭隘度・耐震指標の危険度等を考慮し施設の計画的な整備を進める。 

７ 幼稚園保育料 

幼稚園保育料については、差異がないため現行のとおりとする。ただし、減免制度に

ついては、合併時から出雲市の例により統一する。 

８ 幼稚園預かり保育 

預かり保育については、現行のとおり新市に引継ぎ、合併後速やかに出雲市の例によ

り調整する。 

 

【学校給食事業】 

９ 学校給食 

現行のとおり引き継ぎ、新市において安全、安心でおいしい給食の安定的な供給が出

来るよう、施設の配置、配送区域等の見直しを行い、必要な施設の整備を検討する。 

 

２４－２０．建設関係 

１ 道路の整備方針及び計画 

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新市基本計画との整合を図りながら、合

併後３年を目途に新たな計画を策定する。 

２ 占用料 

認定道路占用料については、合併時に道路法施行令第 19 条の別表｢乙地｣に準拠するこ

ととし、出雲市の例により統一する。 

普通河川道路等占用料については、合併時から、道路は認定道路占用料に準拠し、準

用河川及び普通河川は島根県流水占用料等徴収条例を準用している出雲市の例により統
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一する。 

なお、それぞれの占用について、減免規定及び占用料の適用時期については、合併時

までに調整する。 

３ 土木委員制度 

土木委員制度については、合併時から出雲市の例により統一する。 

ただし、現在の斐川町の委員については、合併時から新市の土木委員として新たに任

命し、任期は平成 23 年度までとする。平成 24 年度からは、2 年任期の新委員を選任し、

平成 26 年度から任期についても統一する。 

また、斐川町の地区委員長、評議員及び委員の人数については、出雲市の設置状況と

地域の実情を考慮し、合併時までに調整する。 

 

２４－２１．公営住宅関係 

１ 市営・町営住宅の管理・収納事務等 

町営住宅の管理については、出雲市の例により、合併後速やかに島根県住宅供給公社

への管理委託を行う。 

町営住宅の収納事務等（家賃納入方法、納付期限、口座振替日）については、合併時

から出雲市の例により統一する。 

２ 市営・町営住宅の入居者の選考方法 

町営住宅の入居者の選考方法については、合併時から出雲市の例により抽選制とする。 

３ 市営・町営住宅の家賃等 

町営住宅の家賃及び駐車場使用料の算定基準については、合併時から出雲市の例によ

り統一する。 

４ 特定優良賃貸住宅 

（１）管理・収納事務等 

斐川町の特定優良賃貸住宅の管理については、出雲市の例により、合併後速やかに

島根県住宅供給公社への管理委託を行う。 

斐川町の特定優良賃貸住宅の収納事務等（家賃納入方法、納付期限、口座振替日）

については、合併時から出雲市の例により統一する。 

（２）入居者の選考方法 

斐川町の特定優良賃貸住宅の入居者の選考方法については、合併時から出雲市の例

により抽選制とする。 

（３）家賃等 

特定優良賃貸住宅の家賃については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

斐川町の特定優良賃貸住宅の駐車場使用料の算定基準については、合併時から出雲

市の例により統一する。 

５ 若者定住向け公社賃貸住宅 

（１）維持管理 

斐川町の若者定住向け公社賃貸住宅の管理については、出雲市の例により、合併後

速やかに島根県住宅供給公社へ返還する。 

（２）家賃等 

若者定住向け公社賃貸住宅の家賃については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

斐川町の若者定住向け公社賃貸住宅の駐車場使用料の算定基準については、合併時
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から出雲市の例により統一する。 

６ 宅地開発補助事業 

出雲市のみで実施している宅地開発補助事業については、合併時から斐川町の用途地

域を新たな補助対象区域とし、補助単価、補助限度額は、平田・大社の用途地域の例に

より実施する。 

 

２４－２２．上下水道関係 

【上水道事業】 

１ 上水道計画 

出雲市又は斐川宍道水道企業団で実施又は策定している上水道事業計画はそれぞれ現

行のとおりとし、合併後、新たな上水道事業計画の策定にあたっては、新市全域の一体

的整備を促進するよう調整を図る。 

２ 会計及び資産 

水道事業会計は、現行のとおり出雲市水道事業会計及び斐川宍道水道企業団上水道事

業会計とし、それぞれの資産は現行のとおり保有する。 

３ 水道料金等 

水道料金・加入金については、出雲市水道事業、斐川宍道水道企業団上水道事業とも、

両事業の定めるとおりとする。 

４ 簡易水道施設整備計画及び簡易水道事業統合計画 

簡易水道施設整備計画については、合併後、出雲市の簡易水道施設整備計画を基本と

し、斐川町の簡易水道施設整備計画を加えて見直しを行う。また、簡易水道事業統合計

画は、斐川町の簡易水道事業及び出雲市の簡易水道事業のうち島村簡易水道事業を斐川

宍道水道企業団に、出雲市の島村簡易水道事業を除く簡易水道事業を出雲市水道事業に

それぞれ経営統合するよう改定する。 

５ 簡易水道事業会計 

斐川町の２つの簡易水道事業会計は、合併時に出雲市の簡易水道事業特別会計に統合

する。その後、すべての簡易水道事業は統合計画に従い、出雲市水道事業会計又は斐川

宍道水道企業団上水道事業会計に、それぞれ統合する。 

６ 簡易水道料金 

合併時は両市町の定めるとおりとし、簡易水道事業統合計画に従い出雲市水道事業会

計又は斐川宍道水道企業団上水道事業会計に簡易水道事業会計が経営統合したときは、

それぞれ統合先の料金とする。 

なお、統合までに上水道事業において料金改定が行われるときは、当該上水道事業に

準じて定めている料金について、合わせて改定を行う。 

 

【下水道事業】 

７ 整備方針 

新市の汚水処理施設整備は、公共下水道事業、農（漁）業集落排水事業等の集合処理

方式と小型合併処理浄化槽の個別処理方式により行うこととし、合併後１年以内に調整

を図り統一する。 

８ 公共下水道基本計画 

合併後１年以内に新市の整備計画を策定する。 
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９ 農（漁）業集落排水事業計画 

合併時の施行地区は現行のとおりとし、未着手の地区については、合併後、事業の整

合性について再検討を行い、計画の調整を図る。 

（公共下水道事業） 

１０ 使用料等 

これまでの改定の経緯を踏まえ、合併時は両市町の定めるとおりとし、使用料につい

ては２年間の経過措置期間の後、出雲市の例により統一する。また、受益者負担金等に

ついては、２年間の経過措置期間の後、平成２６年度から出雲市の例により統一する。

斐川町の温泉汚水使用料については、現行のとおりとし、次期公共下水道使用料等審議

会において調整する。 

（農（漁）業集落排水事業） 

１１ 使用料等 

これまでの改定の経緯を踏まえ、使用料については、合併時は両市町の定めるとおり

とし、２年間の経過措置期間の後、出雲市の例により統一する。受益者分担金等につい

ては、合併時から出雲市の例により統一する。 

（市設置型浄化槽事業、個別排水処理施設） 

１２ 使用料等 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後１年以内に統一する。ただし、斐川町の使用料

については公共下水道使用料を適用し、合併時から２年間の経過措置期間の後、出雲市

の例により統一する。 

（個人設置型合併処理浄化槽事業） 

１３ 合併処理浄化槽設置事業補助金 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後１年以内に調整を図り、その次年度から出雲市

の例により統一する。 

１４ 合併処理浄化槽維持管理補助金 

現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後１年以内に調整を図り、その次年度から出雲市

の例により統一する。 

 

２４－２３．都市計画関係 

１ 都市計画区域及び用途地域 

出雲市と斐川町は同じ出雲都市計画区域に指定されており、すでに一体となった都市

計画を進めているため、都市計画区域及び用途地域については、現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

２ 都市計画マスタープラン 

合併後、新市基本計画に基づき、斐川地域を追加した新たな都市計画マスタープラン

を策定する。 

３ 公園使用料及び占用料 

公園の施設使用料及び占用料については、合併時から出雲市の例により統一する。 

また、公園内にあるスポーツ施設の使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、

合併後速やかに、出雲市の例により算定基準を統一する。 
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２４－２４．防災関係 

１ 地域防災計画・水防計画 

地域防災計画及び水防計画については、出雲市の計画を基本として新市において速や

かに策定する。ただし、合併時から策定されるまでの間の災害時の対応に支障をきたさ

ぬよう、指揮命令系統など有事即応体制を確立する。 

２ 防災行政無線（有線を含む） 

防災行政無線については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併時に防災情報の提供に

支障をきたさぬよう通信体制の確立を図る。 

 

２５．新市基本計画 

新市基本計画は、別冊「出雲市・斐川町新市基本計画」に定めるとおりとする。 
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別表１ 地域自治区の設置について（８．地域自治区の設置関係） 

 

 

１ 地域自治区 

（１）地域住民の意見を行政に反映させ、かつ行政と住民との連携の強化を図るため、地

方自治法第２０２条の４の規定に基づき、斐川町の区域に地域自治区を設ける。 

（２）地域自治区の名称は斐川地域自治区とする。 

（３）地域自治区の事務所は、斐川支所とする。 

（４）支所は、地域協議会と連携して、地域まちづくり計画の策定と実施に努める。 

（５）合併時における区域内の効果的な事務処理や地域の意見に配慮した施策を執行する

ため、支所の長（事務所の長）は、理事職の職員をもって充てる。 

（６）地域自治区については、必要に応じ、制度を評価して見直しを図るものとする。 

 

 

２ 地域協議会 

（１）斐川地域自治区に、地域協議会を置く。 

（２）地域協議会の名称は、斐川地域協議会とする。 

（３）地域協議会の構成員は、斐川地域自治区内に住所を有する者のうちから、市長が選

任する。 

（４）地域協議会の構成員は、２０人程度とする。 

（５）地域協議会の役割等 

①当該地域住民及び諸団体と連携を図り、地域の意見及び要望の調整並びに取りまと

めを行うとともに、支所と協働して地域まちづくり計画の策定と実施に努めるものと

する。 

②次に掲げる事項のうち、市長その他市の機関により諮問されたもの又は必要と認め

るものについて、審議し、市長その他市の機関に意見を述べることができる。 

ア．支所が所掌する事務に関する事項 

イ．市が処理する当該地域自治区の区域に係る事務に関する事項 

ウ．当該地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項 

③市長は、次に掲げる市の施策に関する重要事項で、当該地域自治区の区域に係るも

のを決定し、又は変更しようとする場合は、あらかじめ地域協議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

ア．基本構想等に関する事項 

イ．公の施設の設置及び廃止並びに管理のあり方に関する事項 

④市長その他市の機関は、当該地域協議会の意見を勘案し、必要があると認めるとき

は、適切な措置を講じなければならない。 
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別表２ 出雲市における行財政改革推進の考え方（２４－４．行政改革大綱関係） 

 

 

１ 新市における行財政改革の推進にあたっては、次に掲げる視点を基本方針とし、地方

分権時代に対応するまちづくりの実現を図る。 

 

◆ 地方分権時代に対応するまちづくり 

地方分権時代に対応し、自己決定、自己責任を基本に自立する自治体づくりをめざ

すとともに、市民と行政がそれぞれ果たすべき役割を自覚・認識し、市民と行政の協

働システムによる一体となった取り組みを進める。 

 

◆ 市民本位のサービスの徹底 

常に市民の視点に立ち、高度多様化する住民ニーズに的確に対応すべく、職員の意

識改革、資質向上をはじめ、業務の迅速化と省力化の徹底を図る。 

 

◆ 簡素で効率的な行財政運営 

適正な受益と負担による行政サービス水準の確保に努めるとともに、組織機構・事

務のスリム化、民間委託など徹底した経費節減、選択と集中による事務事業の見直し

などにより、簡素で効率的、長期的に安定した行財政運営を進める。 

 

２ 行財政改革大綱策定にあたっては、新市建設計画をはじめとする合併協定項目の調整

方針に従い策定することとし、新市においては、次に掲げる実施項目により行財政改革

に取り組むものとする。 

 

【行財政改革実施項目】 

● 行政の効率化 

（１）事務事業の見直しと業務の民間委託の推進 

（２）時代に即応した組織・機構の見直し 

（３）公共施設の管理運営の見直し 

（４）外郭団体の見直し 

● 定員管理と給与の適正化 

（１）定員管理の適正化 

（２）職員給与の適正化と総人件費の抑制・縮減 

（３）人事評価・職員研修の強化 

● 自治自立の財政運営 

（１）新市建設への財源確保・節減 

（２）使用料等の負担と補助金等の受益のあり方 

 



 

 

 

 


